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●申告者のマイナンバーカード
●控除対象配偶者・扶養親族のマイナンバーが分かるもの
●事業専従者がいる場合、事業専従者のマイナンバーが分
かるもの

＊マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバー確認書類と免許証等の身元確認書
類を持参してください。

事前に税務署から以下のものが届いた場合は、申告の
際に必要なものとあわせてご持参ください。

　　・所得税の納付書
　　・利用者識別番号が記載された通知書
　　　やハガキ　など

所得税の還付金がある場合に、振り込みを希望する金融機
関のもの。

＊申告者名義のものに限ります。
＊ネット銀行への振り込みも可能です。

現在使用されている支店や口座番号等が変更されている場
合があります。
申告を行う前に確認をお願いします。

銀行・支店の統廃合があった場合

【全員が必要なもの】

◆本人確認書類

申告の際に必要なもの

◆通帳・キャッシュカード（金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの）

確定申告のお知らせ
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